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歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針の見直しの背景②

■地震時等に著しく危険な密集市街地に関する主な取組経過

国 Ｈ２３.３ 住生活基本計画（全国計画） 閣議決定

「地震時等に著しく危険な密集市街地」の面積 【全国 約6,000ha(平22) → 概ね解消（平32）】

市 Ｈ２４.７ 歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針及び京都市細街路対策指針 策定

市 Ｈ２４.７ 細街路対策事業 創設
全国共通の指標に基づく「密集市街地」とその中から，本市の市街地特性を
加味した指標で選定した「優先的に防災まちづくりを進める地区」（国の危険
密集市街地。以下「優先地区」と言う。）を位置づけ

市 Ｈ２５.５ 建築基準法第４３条第２項に基づく許可対象の拡大

市 Ｈ２６.４ 新たな道路指定制度 創設

国 Ｈ２4..１０ 「地震時等に著しく危険な密集市街地」の公表 全国197地区 5,745ｈａ 京都市11地区 357ｈａ

市 Ｈ２６.７ 防災まちづくり推進事業 創設

国 Ｈ２７.３ 避難困難性を示す指標（地区内閉塞度）の一部改定

市 Ｈ２７.４ 防災まちづくり推進制度，防災みちづくりモデル事業 創設

国 Ｈ２８.３ 住生活基本計画（全国計画） 閣議決定
「地震時等に著しく危険な密集市街地」の面積 【全国 約4,450ha(平27速報) → 概ね解消（平32）】

市 Ｈ３０.９ 京都市路地再生プラットフォーム 創設

国 Ｒ１年度 準防火地域における建ぺい率緩和

国 Ｒ２年度 令和３年度以降の次期住生活基本計画（全国計画）に向けた見直し
次期「地震時等に著しく危険な密集市街地」に係る目標が位置づけられる予定

市 Ｈ２５ 開発許可制度の見直し

密集市街地・細街路
対策と関連の深い
本市の新たな施策

• 空き家対策の
強化

• 京町家の保全・
継承

など

本市では，平成24年以降，詳細
調査による優先地区等の改善状
況を把握をしておらず，今回改め
て調査を行い，改善状況を把握
するとともに，令和3年度以降の
優先地区等の選定を行う。


